
通所系・短期入所系・多機能系サービス
における留意点

鹿児島市 長寿あんしん課 長寿施設係

⚫通所介護
⚫地域密着型通所介護
⚫療養通所介護
⚫通所リハビリテーション
⚫認知症対応型通所介護
⚫短期入所生活介護
⚫短期入所療養介護
⚫小規模多機能型居宅介護
⚫看護小規模多機能型居宅介護マグマシティPRキャラクター

火山の妖精 マグニョン



根拠法令

• 介護保険法

• 介護保険法施行規則

• 鹿児島市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例 

• 鹿児島市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防
サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例 

• 鹿児島市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例

• 鹿児島市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定
地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に
関する条例



留意点① 非常災害対策

災害への対応においては、地域との連携が不可欠であることを踏まえ、訓練の

実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければなりませ

ん。

災害への地域と連携した対応の強化

地域の方と共同で防災訓練に取り組むことにより、施設の実情を地域の方にご
理解をいただくことにつながります。

※別途、資料「非常災害対策計画について」をホームページに掲載しておりま

す。こちらも、お目通しください。



要配慮者利用施設に該当する場合

水防法及び土砂災害防止法では、「洪水浸水想定区域内」又は「土砂災害警戒区域内」に所在する
要配慮者利用施設の管理者等に対し、避難確保計画の作成と訓練の実施が義務付けられています。

➢ 避難確保計画を新しく作成、又
は見直しを行った場合は、電子
申請にて提出をお願いします。

➢ 同計画に基づく避難訓練を原則
として年1回以上実施しなくては
なりません。また、避難訓練を
実施した際には、訓練結果を報
告することが義務付けられてい
ます。
訓練実施後、1ヶ月を目安に「訓
練実施結果報告書」を作成の上、
電子申請にて提出をお願いいた
します。



令和２年７月豪雨災害を踏
まえた高齢者福祉施設の避
難確保に関する検討会
第2回資料より



令和２年７月豪雨災害を踏
まえた高齢者福祉施設の避
難確保に関する検討会
第2回資料より





留意点②
指定通所サービス事業所における事業所規模による
報酬区分の取扱い（通所介護、通所リハビリテーション）

「指定通所介護」及び「指定通所リハビリテーション」においては、事業所規
模に応じた介護報酬が設定されていることから、同サービスを提供する全ての
事業者は、毎年３月に介護報酬算定区分の確認を行う必要があります。
事業所規模の変更の有無を、「規模別報酬計算表」により確認し、報酬区分が
変更になる場合は届出を行ってください。

◆様式は鹿児島市のホームページからダウンロードできます。
ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 事業者関係 > 加算に関する届出 > 指定通所サービス事業
所における事業所規模による報酬区分の取扱い

https://www.city.kagoshima.lg.jp/kenkofukushi/chouju/shisetu/kenko/fukushi/kaigo/ji
gyosha/hoshu.html
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留意点③
医療機関から退院した利用者の計画作成（通所リハビリテーション）

通所リハビリテーションについて、リハビリテーションを受けていた医療機関
から退院した利用者に係る訪問リハビリテーション計画の作成に当たっては、
医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書等により、リハビリテー
ションの情報を把握することが義務付けられました。



事業所ごみの適正処理

➢ 事業所ごみについては、適正に処理さ
れていない事業所があることから、適
正な処理を行うようにしてください。

ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 事業者関係 > 
介護事業者へのお知らせ > 事業所ごみの適正処理
（介護保険事業所向け）

https://www.city.kagoshima.lg.jp/kenkofukush
i/chouju/shisetu/jigyousyogomi.html
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（参考）ホームページ紹介

【鹿児島市】

◆事業所関係（鹿児島市の指定事業所向け）
http://www.city.kagoshima.lg.jp/kenko/fukushi/kaigo/jigyosha/index.html

◆鹿児島市からの新型コロナウイルス感染症に関する通知等
http://www.city.kagoshima.lg.jp/kenkofukushi/chouju/kaigohoken/corona.html

【WAMNET（ワムネット）】

◆介護保険最新情報
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou/detail-list?bun=020060090

◆介護サービス関係Ｑ＆Ａ集
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/qa/index.html
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